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第５０回国際原子力機関（ＩＡＥＡ）総会等の結果について 

 

平成１８年９月２６日 

内 閣 府 原 子 力 政 策 担 当 室 

 

 松田岩夫大臣（科学技術政策担当）が、９月１８日（月）からオーストリア共和

国ウィーンで開催された第５０回国際原子力機関（ＩＡＥＡ）総会に政府代表とし

て出席し、政府代表演説を行い、また、同日、米国及び仏国の政府代表及びＩ

ＡＥＡ事務局と個別会談を行った。 

 近藤原子力委員長は、９月１９日（火）から２１日（木）にかけて開催された第

５０回ＩＡＥＡ総会特別イベントにスピーカとして出席し、発表を行った。 

 

１． 出張者 

   松田岩夫大臣（科学技術政策担当）を政府代表とし、以下、天野之弥 在

ウィーン国際機関日本政府代表部特命全権大使、内閣府、外務省、文部科

学省及び経済産業省の担当官が参加。原子力委員会からは、近藤委員長

及び町委員が参加。 

 

２． 日程 

  ９月１８日（月）          ＩＡＥＡ総会日本政府代表演説 

  ９月１９日（火）～２１日（木）  第５０回ＩＡＥＡ総会特別イベント 

 

３． ＩＡＥＡ総会結果概要 

（１）政府代表演説（要旨） 

・ 我が国は唯一の被爆国として世界に核廃絶を訴えていく使命を持ち、来年

のＩＡＥＡ設立５０周年を前に、すべての国に対し核廃絶を改めて訴える。 

・ 我が国において、来年４月、設立５０周年を記念する原子力エネルギーに

関するシンポジウムをＩＡＥＡと共同で開催する。 

・ 原子力政策大綱に明記したとおり、平和的利用に限定しつつ核燃料サイク

ルの確立を図ることを基本とし、高速増殖炉サイクル技術の研究開発を進

め、国際的に貢献する。 

・ 核燃料供給保証に関する六カ国構想を補完するものとして「核燃料供給登

録システム」の構築を提案する。（別添２参照。） 

・ リビアの大量破壊兵器の放棄に対し、他国が見習うことのできるモデルと

なるよう、リビアに対してできる限りの協力を行うべき。 
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・ 北朝鮮が、早期かつ無条件で六者協議に復帰すること及び共同声明の履

行に着手することを強く求める。 

・ イランの核問題について、イランがウラン濃縮活動を直ちに停止した上で、

交渉のテーブルに戻ることを強く求める。 

・ 核セキュリティに関するＩＡＥＡセミナーを本年１１月に東京においてホストす

る予定。 

・ アジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣＡ）は、アフリカなど他の地域の平和的

利用の推進にも有効であり、我が国として、このような枠組みの強化に積

極的に貢献する。 

・ 我が国は科学技術の先進国として、技術革新の成果を積極的に原子力の

平和利用に活かすことが重要である。ＩＡＥＡとしてもこのような活動を積極

的に広げていくべきであり、我が国としてもそのための貢献は惜しまない。 

・ 世界各国の原子力担当閣僚等と積極的に対話をし、原子力の平和利用の

重要性を共に認識した。また、リビア訪問中、同国指導者等との間で原子

力の平和利用の重要性を確認した。 

・ 来年、総合的規制評価サービス（ＩＲＲＳ）を受け入れる。他の加盟国にも受

け入れを呼びかける。 

・ ＩＡＥＡに対し引き続き積極的に貢献することを約束する。 

 

（２）第５０回ＩＡＥＡ総会特別イベント結果概要 

（a）テーマ：「２１世紀における原子力の利用についての新たな枠組み； 
        供給保証と不拡散」 
（b）日程：９月１９日（火）～２１日（木） 
（c）出席者: 

６１カ国から政府、研究機関、原子力産業界等関係者約３００人が議

論に参加した。我が国より、パネリスト及びスピーカーとして近藤原子力委

員長及び服部日本原子力産業協会副会長が参加した。 
（d）会合の結果と今後の予定 

・本特別イベントにおいては、核燃料供給保証の在り方に関して、六カ国提

案のみならず、我が国やドイツ、ロシアなどから新たに提案が出されるな

ど、多様な観点から関心国や事業者等幅広いハイレベルの関係者が積極

的に見解を出し合うとともに、それぞれのメリット･デメリット、実現可能性、

今後の課題等について活発な議論が行われた。（別添３参照） 

・全体議長は３日間の議論の内容の総括を２２日にＩＡＥＡ総会において報

告したが（別添４参照）、総会においては特段の意見は発せられなかった。
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今後、理事会（今週）がこれを審議してＩＡＥＡ事務局に対し今後の取扱に

関して指示を出すことになるが、全体議長の提案が受け入れられれば、来

年のＩＡＥＡ理事会に向けて核燃料供給保証の枠組みの設立について専

門家等を交えた検討が深められていくことになる。 
 

（３）松田大臣と各国要人との会談（９月１８日（月）） 

 ①ボドマン米国エネルギー省長官との会談 

・ 国際原子力エネルギー・パートナーシップ（ＧＮＥＰ）における協力につ

いて、今後とも両政府間で協力内容に関する協議を密接に進めていく

旨を合意した。 

・ 我が国より、核燃料供給保証について、日本提案につき関心をもって

対応願いたい旨要請した。 

・ 我が国より、リビアの大量破壊兵器放棄は、核不拡散を進める上で良

いモデルになるものであり、米国においても一層リビアとの協力をお願

いしたい旨を伝えた。 

 ②エルバラダイ事務局長との会談 

・ 我が国より、核燃料供給保証について、日本提案につき関心をもって

対応願いたい旨要請した。 

・ 北朝鮮及びイランの核問題に対する懸念を共有した。 

 ③ビュガ仏国原子力庁長官との会談 

・ 高速増殖炉「もんじゅ」を利用した、我が国と仏国との間の原子力協力

を推進することについて意見の一致をみた。 

・ 我が国より、核燃料供給保証について、日本提案につき関心をもって

対応願いたい旨要請した。 

 

（４）町委員と要人との会談（９月１９日（火）～２０（水）） 

 ①マレーシア：ダウド原子力庁長官 
・マレーシアで開催予定のＦＮＣＡ大臣級会合等の開催日程について調

整を行った。 
・大臣級会合の討議の議題は「アジアの持続的発展における原子力の役

割」と「原子力発電等原子力利用に対する一般国民との相互理解促進」

が候補となりうる。今後両国で検討する。 
・マレーシアの原子力発電の建設計画については経済企画庁に検討委

員会を設置し、本年から検討を開始する。 
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 ②インドネシア：スジャルトモ原子力庁長官 
・インドネシアにおいては、本年１月大統領が２０２０年以前に原子力発電

所を建設することを決めた。 
・１１月初めに予定されているＦＮＣＡの原子力広報プロジェクトのセミナ

ーの一部をＩＡＥＡの提案を受けて共同で行うことについて意見交換を行

った。詳細内容については関係者間で調整を行うこととした。 
 ③ポーランド：ニボニチャンスキー原子力委員長 

・ポーランドにおいては、原子力発電所の建設計画は１９９０年に中止さ

れた経緯があるが、現在の新政権はエネルギー安全保障の観点から、

原子力発電所を建設する方針を明らかにした。 
･既に原子力発電所の建設計画に関する検討委員会を設置し、２０２０年

頃に新規２基の運転開始を目指す。人材育成と立地点の決定が課題。 
・高温ガス炉を利用した石炭のガス化についても議論が行われている。 

 ④カザフスタン： ブリリキ エネルギー・鉱物資源副大臣 
・原子力フロントエンド及び原子力発電についての日本の協力の申出に

感謝。 濃縮と転換はロシアが実施している。再転換と燃料ペレット製造

を自国で行っており、ロシアに輸出している。これらの技術については、

長い経験がある。 
・将来的にはウレンコでの濃縮も考えている。また、濃縮以外の工程も自

国で行いたいと考えている。 
 ⑤ＩＡＥＡ：チェト技術協力担当事務次長 

（岡村ウィーン国際機関日本政府代表部公使同席） 
・日本は技術協力資金を２０％拠出している一方、それ以外の活動に対

する日本の役割がかなり低いことについて意見交換を行った。 
･この問題を解決するためには、両者が共同して対応する必要があると

の認識を共有した。 
以上 


























































